
愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書 
 
私立学校は、公立学校とともに県民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割

を担っており、県においては、学費と教育条件の公私間格差是正と父母負担軽減を目

的として、「経常費２分の１助成（愛知方式）」、「授業料助成」など、各種助成措置を

講じてきたところである。 
平成１１年度に経常費助成が総額１５％カットされ、授業料助成も対象家庭が縮小

された。その後、県の私学関係予算は、国の私学助成増額を土台に、単価では増額に

転じてきたが、少子化による生徒減とも重なって、多くの学園の経営は深刻な事態と

なっている。そうした中で、昨年来、世界的不況に起因する税収減など、未曾有の財

政難に直面するなか、県は決断をされ、私学助成の今年度予算の総額を維持し、授業

料助成の現行制度を堅持されたが、一方で、私学経費の２分の１を助成する現行の「愛

知方式」では、経費を節減すればするほど助成額が減額されるという矛盾をはらんで

おり、これに代わる新たな助成制度の確立が急務となっている。 
また、昨今の不況が子どもを直撃し、「経済的理由」で退学したり、授業料を滞納

する生徒が急増している。さらに、過重な学費負担のため、私学を選びたくても選ぶ

ことのできない層がますます広がり、学費の公私格差が学校選択の障害となり、「教

育の機会均等」を著しく損なっている。 
よって、県におかれては、私立高校等への経常費助成を増額し、父母負担軽減に大

きな役割を果たしている授業料助成を拡充するとともに、学費と教育条件の「公私格

差」を着実に是正できる新たな助成制度を確立することを要望する。 
 
以上、地方自治法第９９条により意見書を提出する。 
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